
 

 

 

Ａ 

○ 町営住宅に住むためには、次の条件を満たさなければいけません。 

・ いま、住むところに困っている。（持ち家がある場合は入居でき

ません） 

・ 原則として同居しようとする親族がいる。（※3） 

・ 収入基準月額が 158,000円以下である。ただし高齢の方・障がい

のある方の世帯などは、収入基準が緩やかになり、214,000円以下

となります。 

・ 県内在住の連帯保証人が 2名いる。 

・ ペット（動物）の飼育・お預かりは禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ2 町営住宅に住むための条件は？ 

※3 単身で入居するには？ 

町営住宅に単身で入居できるのは、次に該当する場合のみです。 

・ 申込者が北栄町に住所を有する 60歳以上の方 

・ 障がいのある方で、町長が特に必要とみとめるもの 

・ ＤＶ被害者で一定の条件を満たす場合 

ただし、いずれの場合も福祉課との相談が必要です。 


